
 

 

 

 

平成２７年１月９日開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   事   録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田辺市農業委員会 

 

 

 

 

 

 



1 

 

田辺市農業委員会議事録 

平成２７年１月９日（金）午後２時 田辺市役所別館 ３階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３３名 

１番 山崎 清弘  ２番 玉置 俊裕  ３番 桑原  壽   ４番 棒引 昭治 

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義  ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

９番 更井 寛司           １１番 小谷 清雅  １２番 皿田  功 

１３番 田渕  宏           １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬 １９番 横尾 泰行  ２０番 青木  登 

２１番 那須 京子           ２３番 上森  力  ２４番 寒川 加代子 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝 ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英 ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司 

３３番 川井 洋之           ３５番 矢敷 勇氣男  

３７番 峯園 五郎 ３８番 石谷  強   

             

欠席者      １０番 丸屋 弘吉  １４番 中山 敏久  ２２番 那須  克 

３４番 中村 洋子  ３６番 松本 忠巳  ３９番 蔭地 明一 

                     

事務局      局長 愛須 誠  農地係長 小倉 淳志  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  １６番 杉若 陽一   １７番 泉  雅行 

議    長   皆さん、明けましておめでとうございます。皆さんいかがな正月をお過ご

しになったか、楽しい正月だった事だろうと思います。過ぎた１年は短い

んですけども、行く１年間は長いです。皆さんどうぞ健康にも留意して、

また農業委員会への発展に心遣いいただきたいと思います。それでは、早

速定例委員会を始めさせていただきます。まず最初に、農用地利用集積計

画の合意解約の報告がございます。事務局の説明をお願いします。 

農振課 尾崎   皆様こんにちは、まず始めに農用地利用集積計画の合意解約から報告しま

す。１番、田辺市○○○字○○○○、地目は畑、面積は１，５１７㎡です。

貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約

をした日は、平成２６年１２月１６日です。２番、○○○字○○○○、地

目は畑、面積は８７２㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、

○○○○、使用貸借の合意解約をした日は、平成２６年１２月１６日です。

以上、２件報告させていただきます。 

議    長   はい。有難うございます。まず、利用権の合意解約についてご意見、ご質

問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   無いようでございますので、報告とさせていただきます。続きまして、田

辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定の

申し出がございますので事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 尾崎   続きまして田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想による利

用権設定について説明させていただきます。１番、○○○字○○○○、田

の７０６㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使
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用貸借の水稲、期間は平成２７年２月１日から平成３７年１月３１日の新

規です。２番、○○○字○○○○、畑の８，３９７．６７㎡、貸手は、○

○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借のミカンと梅、期間

は平成２７年２月１日から平成３７年１月３１日の新規です。３番、○○

○字○○○○、畑の１，５１７㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○

○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２７年２月１日から平成３７年

１月３１日の新規です。４番、○○○字○○○○、畑の９７７㎡、貸手は

○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○ｍ、使用貸借の梅、期間は平

成２７年２月１日から平成３０年１月３１日の新規です。５番、○○○字

○○○○、他２筆、田の１，５５６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は

○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２７年２月１日から平成

３１年１２月３１日の更新です。６番、○○○字○○○○、畑の４，８４

３㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、

年間１万５千円口座払い、期間は平成２７年２月１日から平成３３年１月

３１日、更新です。７番、○○○字○○○○、他２筆、田の３，０１６㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期

間は平成２７年２月１日から平成３０年１月３１日、更新です。８番、○

○○字○○○○、田の２２６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、

○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２７年２月１日から平成３０年１

月３１日、更新です。９番、○○○字○○○○、他７筆、田の８，１４７

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、

年間２万５千円口座払い、期間は平成２７年２月１日から平成３０年１月

３１日、更新です。１０番、○○○字○○○○、他１筆、田の１，１３０

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成２７年２月１日から平成３０年１月３１日、更新です。１１番、

○○○字○○○○、田の９１５㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○

○、○○○○、賃貸借の水稲、年間１万円持参払い、期間は平成２７年２

月１日から平成２８年１月３０日、更新です。１２番、○○○字○○○○、

他２筆、田の１，７８２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２７年２月１日から平成３０年１月

３０日、更新です。１３番、○○○字○○○○、他１筆、畑の９０３㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間２

万円口座払い、期間は平成２７年２月１日から平成３３年１月３１日、新

規です。合計１３件、２８筆、３４，１１５．６７㎡、貸手９名、借手１

１名です。この１３件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしていると考えます。ご審議をよろしくお願いいたします。 

議    長   はい。有難うございます。それでは逐条審議をお願いしますが、９番に○

○○○委員さんの案件がございますので、９番を除いて逐条審議をお願い

申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この案件は、○○○○さんが近くでいろいろと作って実

績もございますので、問題ございません。 

議    長   はい、２番。 
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○○番 委員   ○○番○○です。この○○○○さんはもう年齢も６１か２歳で、お母さん

が９０歳近いという事で、○○○○の方に借りていただくという事で、暮

れにマイクロバスで２０人程の生徒さんが来て畑の蔓とかを手入れしてい

て、○○○○さんの畑を借りるという事で、大変有り難い事やなと感じが

致します。異議はございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この○○○○さんは、○○でサラリーマンをしています。

それでこの隣さんは○○○の方で、○○○○さんの娘さんが嫁っています。

○○○の人ですけども、今は○○○で青年就農者でこちらへ住んでいます。

異議ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんはもう親族等が無くって、維持管理をする

のがいとこ、はとこについても管理をようしないという事で放棄地であり

ました。○○○○さんについては、青年就納者で活躍しておるんですけど

も、荒れた土地を耕作していただいておるんで異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○ですんで何ら問題はないんですけども、終期が

１２月３１日になっているんですけども、これは何か訳があるんですか。 

農振課 尾崎   初め１月１日からとされていたんですけども、書類の提出が遅くなりまし

て２月１日からにされたんですけども、終期はそのままでいってください

という事でございました。 

○○番 委員   分かりました。異議ないです。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。更新ですので何ら問題ありません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番○○です。７番の○○○○さんと８番の○○○○さんはご夫婦で、

今体調を壊されていまして、７番、８番、１０番、１１番と更新ですので

異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○君は○○○のほうでは４町歩以上作っています

んで、異議はございません。  

議    長   はい、１３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○の案件につきましては、○○○○さんが高齢で娘

さんが作ってたんですけども、もうよう作らんなという事で探していたと

ころ、○○○の○○○○さんが作ろうという事で、この方は昨年の９月に

同じ○○○で２反程借りているという事で、今現在規模拡大中らしいです。

特に問題ございません。 

議    長   はい、以上１２件異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは、○○○○委員

さん退席お願いします。 
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         （○○○○委員退席） 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんらは、近所でも作る人が正直言って少ない

為、このように耕作しております。異議はございません。 

議    長   はい、９番１件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。以上で、利用権設定の審

議は終了しました。有難うございました。 

（○○○○委員着席） 

議    長   それでは定例委員会に移りたいと思います。本日の欠席委員さんは、１０

番の丸屋吉弘委員さん、１４番の中山敏久委員さん、２２番の那須克委員

さん、３４番中村洋子委員さん、３６番松本忠巳委員さん、３９番蔭地明

一委員さんより欠席の届けが出てございます。本日の会議録署名委員に、

１６番の杉若陽一委員さん、１７番の泉雅行さん、よろしくお願いをいた

します。本日の議案は、議案第１号農地法第３条申請について、議案第２

号農地法第４条申請について、議案第３号農地法第５条申請について、議

案第４号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について、議案

第５号農地の形状変更願について、報告第１号農地法施行規則第３２条第

１項第１号による届出について、報告第２号農地使用貸借契約の合意解約

通知について、を上程させていただきます。それでは、議案第１号農地法

第３条申請について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は１，５４１㎡、他２筆、合計面積４，１７４㎡です。譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。２番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は５，３

１８㎡、他３筆、合計面積２４，４３３㎡です。譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。３番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は登記簿２８０㎡の内１６３．

６３㎡、他１１筆、合計面積は登記簿１６，５３３㎡の内１６，４１６．

６３㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、１１年

間の使用貸借設定です。経営移譲です。４番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿が畑、現況は田、面積は９９㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。５番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１１９㎡、譲渡人は○

○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。６番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４０９㎡、他

３筆、合計面積は１，７８５㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人

は○○○、○○○○、売買です。７番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は１５１㎡、他２筆、合計面積は８６６

㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、持分３分の１、○○○、○○○○、



5 

 

持分３分の１、○○○、○○○○、持分３分の１、譲受人は○○○、○○

○○、売買です。以上７件について書類を審査したところ、常時従事、全

部耕作、周辺農地への影響等、農地法第３条第２項の許可できない要件に

は該当していませんので、許可の要件を充たしていると判断いたします。

ご審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

議    長   それでは逐条審議ですが、５番に○○○○委員さんの案件がございますの

で、それを除いて６件の逐条審議をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   はい○○番○○です。１番につきましては、○○○○さんは息子さんが亡

くなられまして、孫さんに贈与するという事で、異議はございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   はい○○番○○です。２番の案件ですけども、○○○○君は学校を卒業し

てから就農してまして、もう結婚もされ子供もおられまして、いろんな意

味で頑張っています。異議ありません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。再設定で異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。４番の案件ですが、異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。本件については異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   はい、○○番○○です。異議ございません。 

議    長   はい、以上３条申請６件とも異議なしとのことです。そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは、○○○○委員

さん退席お願いします。 

         （○○○○委員退席） 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○さんの実家の隣接地を購入したいという事で、

特に異議ございません。 

議    長   はい、５番１件異議なしとのことでございます。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 

（○○○○委員着席） 

議    長   続きまして議案第２号農地法第４条申請について事務局の説明をお願い申 

し上げます。 

小倉  係長   ４ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は５４４㎡、

所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、太陽光発電施設５４４

㎡です。着工日、工事期間は許可日より６か月以内、農用地の内外は用途

外でございます。隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。
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この土地は、都市計画用途地域内（第一種居住地域）にありますので、第

３種農地です。２番、土地の所在は、○○○字○○○○、地目は登記簿が

田、現況は畑、面積は登記簿８７７㎡の内５７８．３５㎡、他に１筆ござ

いまして、合計面積は登記簿９３１㎡の内６３２．３５㎡です。所有者は

○○○、○○○○、使用目的及び規模は、太陽光発電施設６３２．３５㎡

です。着工日、工事期間は許可の日より８か月以内、農用地の内外は用途

外でございます。隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。

この土地は、都市計画用途地域内（第一種中高層居住専用地域）にありま

すので、第３種農地です。３番、土地の所在は、○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は登記簿２，０２４㎡の内３００㎡です。所

有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、太陽光発電施設、３００

㎡です。着工日、工事期間は許可の日より２か月以内、農用地の内外は平

成２６年１０月２４日に農用地区域から除外しています。隣接同意はござ

います。水利同意は不要でございます。周囲を川と住宅地に囲まれた小規

模な農地で、第２種農地です。以上３件につきまして、申請書、添付書類

を審査しましたところ、農地法第４条第２項の許可できない要件に該当し

ないと判断します。第４条申請３件ご審議の程よろしくお願い申し上げま

す。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１月７日の朝から現地調査に行ってまいりました。○○

○○委員さんと共に、愛須局長と小倉係長の４人で、行程的には本宮、龍

神と長い行程となりましたが、寒い日でしたが晴天にも恵まれて快適に行

ってまいりました。まず、４条申請の１番でございますが、後で５条申請

で関連も出てまいりますけども、太陽光発電に伴う申請でございます。場

所は○○○会館から東へ７０ｍ、現況は畑、野菜等を作っておられました。

東側は里道・畑、南側は市道、西側が宅地・市道、北側は畑・市道となっ

ております。周辺に及ぼす影響も全くみられないところから問題は無いか

と思います。次に２番、○○○になりますが、場所は○○○○手前１００

ｍ、行き届いた梅畑が広がってまいりました。周辺は、東側が山林、南側

が梅畑、西側は市道、北側は山林・宅地等となっております。一段下がっ

た畑になっておりますけども、日当たりも良く太陽光発電も出来るんじゃ

ないかと思われました。次に３番、○○○になりますが、場所は○○○か

ら北へ３００ｍの県道沿いにありました。現況は畑、東側は市道、南側が

畑、西側は本人所有の畑と山林、北側が雑種地・山林等となってございま

す。３５年生以上の梅が植わってございまして、なかなか大変だという事

で太陽光発電をしたいという事で、ちょっと日当たりが余りよろしくない

かと思いますが、面積的にも十分ありますので申請どおり何も問題ないか

と思います。以上でございます。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この○○○の件につきましては、ただ今○○○○委員か
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ら説明いたしたとおりでありますが、周辺の同意もございますし、三方を

市道に囲まれておりまして、切土、盛土も殆ど無しで、ほぼ現状のままで

太陽光発電施設を設置できるという事で、周囲への影響は殆どないと思わ

れますので、問題はないと思われます。以上です。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この物件については、お父さんとお母さんが作っておっ

たんですけども、お父さんが亡くなられて、お母さんが高齢で一人暮らし

ですので、息子さんは○○○県の方から日曜日にしておったんですけども、

無理がきているので、出来れば太陽光発電をしたいという事で異議はござ

ません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。３番について異議はございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請３件異議なしとの事でございます。そ

のように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農

地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ５ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４２㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は、太陽光発電施設４２㎡です。着工日、工事期間は許可日より６か月

以内、農用地の内外は用途外でございます。隣接同意はございます。水利

同意は不要でございます。この土地は、都市計画用途地域内（第一種居住

地域）にありますので、第３種農地です。２番、土地の所在は○○○字○

○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は７２㎡、賃貸人は○○○、○

○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、太陽光発電施

設７２㎡です。着工日、工事期間は許可日より６か月以内、農用地の内外

は用途外でございます。隣接同意はございます。水利同意は不要でござい

ます。賃貸借設定２０年間でございます。この土地は、都市計画用途地域

内（第一種居住地域）にありますので、第３種農地です。３番、土地の所

在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は休耕畑、面積は６６９

㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は診療所２０１㎡、駐車場４６８㎡、着工日、工事期間は許可の日

より６か月以内、農用地の内外は平成２６年１０月２４日に農用地区域か

ら除外しています。隣接同意、水利同意共にございます。賃貸借設定２０

年間でございます。道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。４

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は野菜畑、

面積は１９１㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は、住宅１棟６２㎡、作業場・法面１２９㎡です。着工

日、工事期間は許可日より１年以内、農用地の内外は用途外でございます。

隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。この土地は、都市

計画用途地域内（第二種中高層住居専用地域）にありますので、第３種農
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地です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に

畑、面積は５５９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は太陽光発電施設５５９㎡、着工日、工事期間は許可の

日より１年以内、農用地の内外は用途外でございます。隣接同意、水利同

意共にございます。期間の定めのない使用貸借設定です。道路と住宅地に

囲まれた農地で、第２種農地です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿が畑、現況は休耕畑、面積は５２０㎡、譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は資材置場５２０

㎡、着工日、工事期間は許可の日より３か月以内、農用地の内外は平成２

６年６月１３日に農用地区域から除外しています。隣接同意、水利同意共

にございます。川に囲まれた農地で、第２種農地です。７番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は７３７㎡、他１

筆、合計面積は１，４９５㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は

○○○、○○○○、持分２分の１、○○○、○○○○、持分２分の１、使

用目的及び規模は分譲住宅８棟５０１．８８㎡、道路・駐車場・庭等９９

３．１２㎡、着工日、工事期間は許可の日より１年以内、農用地の内外は

平成２６年１０月２４日に農用地区域から除外しています。隣接同意、水

利同意共にございます。川に囲まれた農地で、第２種農地です。８番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は雑種地、面積は

１４３㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用

目的及び規模は駐車場の法面１４３㎡、着工日、工事期間は許可の日より

１か月以内、農用地の内外は用途外です。隣接同意はございます。水利同

意は不要でございます。始末書の添付がございまして、内容は、駐車場の

法面として利用していたものであるが、雨水等により土崩れを起こし、隣

接地に迷惑をかける恐れがあり、放置しておくとさらに拡大する危険性が

あったのでやむを得ずブロック積みをして法面の保護を行なったものです、

でございます。この土地は、○○○から２００ｍ以内にある農地で、第３

種農地です。以上８件につきまして、申請書、添付書類を審査しましたと

ころ、農地法第５条第２項の許可できない要件に該当しておりません。農

地法第５条申請以上８件ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。まず、５条申請１番の○○○の件ですけども、これは先

程も審議を行なっております４条申請の１番目の○○○と一体として使わ

れるという事で、この案件につきましても太陽光発電施設の転用という事

で譲渡を受けるものでございます。東側、西側、北側が何れも市道でござ

いまして、あと周辺に普通畑があるんですけども、これも同意書がござい

ます。計画内容としては、太陽光パネルが１４４枚、４４．３５ｋｗとい

う事で比較的小規模なもので、切土・盛土はございません。整地のみで周

囲にフェンスを設置するという事で、排水等については雨水は自然浸透と

いう事になってございます。特に問題はないと思われます。次２件目の○

○○の件ですけども、これも１番の案件と一体的に利用する為に賃貸借と
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いう事で、○○○○さんからお借りをして３筆あわせてここに太陽光発電

施設を設置するという事でございます。１番でも申し上げましたが、三方

を道路に囲まれておりますし、西側には譲受人の所有地もございますので、

特に問題ないと思われます。内容につきましては１番の案件と同じでござ

います。次に３番でございますけども、これにつきましては、診療所の用

地として造成をしたいという事でございます。申請場所は○○○の南１０

０ｍで、かなり広い道路に隣接しておりまして、現況は休耕畑になってご

ざいます。東側に県道○○○線、西側に賃貸人の畑、南側に水田、これは

同意がございます。北側は市道という事で、比較的、角地で良い宅地にな

るんかなと思います。２０年間の賃貸借契約という事で、ここに診療所を

立てて他は駐車場に利用するという事で、一部切土、盛土という事ですが

簡単に造成は済むと思います。あとは整地とアスファルト舗装、西側に U

字溝を設置するという事です。排水は合併浄化槽で処理を行なうと同時に

雨水と北側の市道側溝に処理をするという事で、特に問題はないと思われ

ます。次に４番ですけども、場所は○○○の南１００ｍにあるＪＲの線路

沿いになります。現況は普通畑、この譲渡人の○○○○さんは高齢で維持

に苦慮しており、譲受人は隣接の宅地に新たに従業員住宅を建築するのに

敷地が不足するので、この○○○○さんから譲り受けるという事になりま

す。規模は、鉄筋コンクリートの２階建て１棟と物置、作業場でございま

す。盛土は５０ｃｍから９０ｃｍで周囲に U 字溝を設置するという事でご

ざいます。排水は合併浄化槽と雨水は新設する U 字溝で入口の市道側溝に

流すという事で、これについても問題がないと思われます。次に５番目の

案件でございます。申請の場所は、○○○の農業集落排水処理場の近くに

ありまして、現況は梅畑ですけども、現況調査に行った時には既に伐採済

みでありました。隣接の状況は、東側は公衆用道路ですがまだ個人名義と

いう事でその方の同意もあります。西側、南側は畑、北側は田で同意もご

ざいます。地元の水利組合の同意もございます。転用理由は、申請地は細

長い形状で元々収穫量が少なく、価格も下落しているので、収入アップを

するために太陽光発電施設への転用を申請するという事でございます。太

陽光パネル２０４枚、４９．７７ｋｗ発電で切土、盛土はございません。

整地のみで周辺にフェンスを設置するという事です。排水等は、雨水は自

然浸透、南側と西側に既設水路に流すという事で、特に問題はないと思わ

れます。次の６番ですけども、申請場所は○○○橋の南東１００ｍにござ

いまして現況は休耕畑でございます。譲渡人の○○○○さんが農地の縮小

を考えていたところ、譲受人の○○○○さん、この方の旦那さんが建設会

社を経営しているという事で、会社が資材置場を探していたところ、申請

地を譲り受けて夫の会社に貸すという事で、資材置場として転用を申請す

るというものです。転用内容につきましては、資材、車両あるいは機械の

置場にして、あとは通路とか作業場を作るという事でございます。ここも

切土、盛土は無く整地のみで、雨水については自然浸透と西側の既設水路

へ流すという事でございまして、周辺同意も全部とれておりますし、○○

○水利組合の同意もございますので問題はないと思います。続いて７番で
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ございますけども、申請場所は○○○橋の東１００ｍという事で、先程の

案件と比較的近い所で現況は梅畑でございます。譲渡人は先ほどと同じ○

○○○さんで、譲受人は分譲住宅を建てるという事で、適地を探していた

ところ、学校、幼稚園にも近く日当たりが良いので、今回分譲住宅を申請

するために譲渡を受けるという事でございます。転用内容としましては、

木造２階建て８棟、それに駐車場、庭、中央に進入路をアスファルト舗装

して、盛土につきましては４０数ｃｍから７０ｃｍ必要という事で、あと

はこういう施設なので宅造の許可は申請、提出済みで、水路の占有許可は

既にいただいており、道路工事の施行承認の許可も既にと受けておるとい

う事です。排水につきましては、合併浄化槽で処理をする。雨水につきま

しては、先程中央に進入路をつけると説明させていただいたんですけども、

そこに側溝がありますので、その側溝から入口の水路へ流すという事で、

この案件についても特に問題ないと思われました。最後の８番の案件です

けども、申請場所は○○○中学校の南２００ｍという事で、○○○公民館

の近くにございました。現況は休耕畑なんですけども、駐車場の法面でそ

こに草がかなり生えているという事で農地という形態ではありませんでし

た。高さが７ｍ位の急傾斜の法面なんですけども、始末書が添付されてい

るんですけども、以前の災害で申請地の真中位に既に２段、７ｍ位の急斜

面なので２段に折ってブロックで積んでおりました。下にも家が既にござ

いますので、迷惑をかけられないという事でやむを得なかったのかなと思

います。今回親戚より、上側の駐車場も含めて贈与を受けるという事で、

今後、万が一大きな災害があった時に大変なことになるので、この際に、

転用してきちっとブロック積みをして法面を保護したいという申請でござ

います。ブロック積みについては、高さが２．８ｍの低い所と６．９ｍの

ものがございます。共にだいたい５ｍ位の幅で設置をするという事で、雨

水については自然浸透という事になりますので、この案件につきましても

特に問題はないと思われます。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。それでは逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番、２番につきましては、今も説明をさせていただい

たとおり、４条申請の１番目の○○○○さん、この方は○○○の出身でご

ざいまして、自分の贈与を受けた土地に太陽光発電をするのに、それだけ

では不成型な土地なので一体的に太陽光発電施設を設置したいという事で、

１番については○○○○さんから譲受を、２番につきましては○○○○さ

んから２０年間の賃貸借で、この３筆を一体的に太陽光発電施設を新設す

るという事で、特に問題となる事項はございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調の○○○○委員の報告のとおりでありますけども、

少し補足させてもらいますと、元々花の栽培のビニールハウスがあったん

ですけども、県道の新設という事で移転になりました。市道と県道の角地

にあり先で何かの利用があるだろうという事で、ここを避けてビニールハ

ウスを移転しておりました。今回、○○○○、○○を退職されて診療所を
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設けるという事で、この地を選定したようであります。問題ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番○○です。この場所は○○○から近い場所にありますけども、元々

建っている宅地がありまして、そこを含めてその奥からＪＲの線路に向け

て変形的な農地があったんですが、それを含めた住宅を建てるという事で、

そもそもその畑を作るのは大変だろうなという所でありました。異議ござ

いません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○委員さんの報告どおり異議ございません。○○

○○さんは前回まで農業委員で、今回また二つ目の太陽光発電施設を設置

するという事です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番○○です。６番、７番について現地調査の委員さんの説明どおりで

異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番○○です。○○○○委員さんの説明のとおりで、始末書もあり、目

的が法面の強化という事で異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第５条申請８件異議なしとの事でございます。そ

のように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第４号農

地法第２条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明をお

願い申し上げます。 

小倉  係長   ８ページをお願いします。議案第４号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記が

畑、現況は山林、面積は７２㎡、申請人は○○○、○○○○、理由は、昭

和５０年月日不詳から近隣の土地と同様に山林として利用し現在に至る、

でございます。２番、土地の所在、○○○字○○○○、地目は登記が田、

現況は雑種地、面積は６９７㎡、他３筆、合計面積１，１２３㎡です。申

請人は○○○、○○○○、理由は、申請地の１７７、１９１の１、１９３

の１は、昭和５４年月日不詳に整地し駐車場となり現在に至る。申請地の

１８７は、昭和３９年月日不詳に居宅、物置を建築し、現在に至る、でご

ざいます。以上、農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願２件、

ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番 

○○番 委員   ○○番○○です。まず１番ですが、場所は○○○の○○○○に隣接するよ

うな形である山林でございます。傾斜地に沿って竹がかなり生い茂ってお

って、もうかなり以前からこの状態だろうなというふうに見て取れる所で

ございました。次に２番の○○○になりますが、この場所は○○○橋から

東へ２００ｍ、○○○線に沿った所にある大きなお屋敷でございました。

そのお屋敷と県道との間に細長い土地があるんですが、そこの場所がここ
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に書いております雑種地として残ってございました。もう一点宅地になっ

ている所は、宅地の中の離れとして建物が建っている場所で、県道沿いの

細長い土地に関しては昭和５４年から、また離れが建っている場所に関し

ては昭和３９年からという事でございますので、２０年をはるかに超えた

年数を経過しておるという事が見て取れるものでございました。以上でご

ざいます。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番○○です。今、現調説明者の説明のとおりで、終戦当時には野菜等

つくっておられたと思うんですけども、昭和５０年にはもう木も生えてと

ても野菜を作れるような状況ではなかったと思います。別段異議ございま

せん。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現調委員さんの説明のとおりで異議ございません。 

議    長   はい、議案第４号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願２件異

議なしとの事でございます。そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第５号農

地の形状変更願について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ９ページをお願いします。議案第５号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は１，６３

３㎡です。申請人は、○○○、○○○○、変更理由は、盛土して梅畑に変

更したい。着工日、工事期間は許可の日より６か月以内、隣接同意、水利

同意共にございます。始末書の添付がございまして、内容は、今般、形状

変更願を申請するにあたり、申請地については、３年前に県道バイパスの

残土を、客土なら形状変更願の申請を出さなくても良いと聞き、入れるこ

とに了承しましたが、市道、県道側から土を入れて客土に整備せずに、そ

のままの状態にしておりました。今回、土の搬入先としての申し入れがあ

り、全体的に２０ｃｍから４０ｃｍ盛土して梅畑に形状変更願いの申請に

あたり、３年前に一部土を入れております事をお詫び申し上げます。今後

は、このような事のないよう農地法の遵守に務めますので本件につきまし

ては、ご受理くださるようお願いします、でございます。２番、土地の所

在、○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は１，０７０㎡

です。申請人は、○○○、○○○○、変更理由は、盛土して、梅畑に変更

したい。着工日、工事期間は許可の日より１年以内、隣接同意、水利同意

共にございます。３番、土地の所在、○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は６１４㎡です。申請人は、○○○、○○○○、変更理

由は、盛土して、梅、柚畑に変更したい。着工日、工事期間は許可の日よ

り８か月以内、隣接同意はございます。水利同意は不要でございます。始

末書の添付がございまして、内容は、この度の土地形状変更の件につきま

して、知らずしてとはいえ無断で着工に至った事に関して、皆様方には多

大なご迷惑をおかけしました事深くお詫び申し上げます。と共に今後この
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様な事が無い様務めます、でございます。以上、農地の形状変更願３件、

ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査代表委員のかたの所見を賜

りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。１番目の案件でございますけども、○○○幼稚園から東

へすぐの県道沿いの現況が田圃という所でございました。一部に残土が入

っておりますが、それも含めて盛土を２０ｃｍから４０ｃｍ入れ、そして

梅畑にするというお話でございます。状況からみて特に周辺への影響は無

いかと思われます。次に２番目ですが、○○○○から北５０ｍの場所で、

現況は田圃でありました。東側に本人さん所有の梅畑がありまして、そこ

と並ぶようにかなり縦に長い田圃になっております。西側は他の方の田圃

で同意書がございます、南側に用水路、北側に宅地が並んでいる所でござ

います。水利組合の同意もございますし、盛土は５０ｃｍから７０ｃｍ入

れて新種の梅を作るという事で問題無かろうかと思われます。次に３番目

でございますが、○○○の○○○○の西１００ｍの所にございます。現況

は畑であるんですが、既に着工されておりまして、石積みが二方向に一番

高いところでは３ｍ積まれているような状況でございました。東側が市道、

南側が宅地と畑、西側が里道と畑、北側が畑となってございます。梅と柚

子を栽培するというところで、始末書もあることなので問題無かろうかと

思います以上です。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げますが、

１番に○○○○委員さんの件がありますので、１番を除き２番から審議を

お願いします。２番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査の方の説明どおりで、異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番○○です。現地調査の所見どおりで、もう既に着工されてまして、

高い所で３ｍという事でかなり大掛かりな工事でございますけども、隣接

同意もありますし、始末書もあるという事で異議ございません。 

議    長   はい、議案第５号農地の形状変更願２件、異議なしとの事でございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは○○○○委員さ

ん退席お願いします。 

（○○○○委員退席） 

議    長   それでは１番について、ご審議お願いします。１番。 

○○番 委員   ○○番○○です。先程の調査委員さんの言われたとおり、隣接から水利の 

同意もありますし問題ありません。 

議    長   はい、１番について異議なしとの事でございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 

         （○○○○委員着席） 
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議    長   それでは報告第１号農農地法施行規則第３２条第１項１号の規定による届

出について、事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １０ページをお願い申し上げます。報告第１号農地法施行規則第３２条第

１項１号による届出です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は２８０㎡です。届出人は、○○○、○○○○、

使用目的及び規模は、農業用道路３３．３１㎡、転用面積は３３．３１㎡

です。農地法施行規則第３２条第１項１号による届出、以上１件報告申し

上げます。 

議    長   ありがとうございます。只今の報告第１号について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第１号、報告とさせていただきます。続

きまして報告第２号農地使用貸借契約の合意解約通知について、事務局の

説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １１ページをお願いします。報告第２号農地使用貸借契約の合意解約通知

です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、

面積は３７８．１３㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○

○、使用貸借の合意解約をした日は平成２１年１１月１２日、理由は○○

○○用地として買収されたたためです。２番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１８３．５４㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成

２１年１１月１２日、理由は○○○○用地として買収されたたためです。

３番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積

は５７．１６㎡、他１筆、合計面積１９７．１１㎡です。貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成

２２年３月４日、理由は○○○○用地として買収されたたためです。４番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２０

９．９９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸

借の合意解約をした日は平成２５年３月３１日、理由は○○○○として買

収されたたためです。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は１９．５１㎡、他３筆、合計面積３１．６４㎡で

す。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意

解約をした日は平成２４年８月１日、理由は○○○○として買収されたた

ためです。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑、面積は３０㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用貸借の合意解約をした日は平成２１年９月１０日、理由は○○○○と

して買収されたためです。７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は７．３９㎡、貸人は○○○、○○○○、借人

○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２２年７月５日、

理由は○○○○として買収されたためです。８番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は３０㎡、他１筆、合計面積

は３９．８２㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、
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使用貸借の合意解約をした日は平成２１年１０月１３日、理由は○○○○

として買収されたためです。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は６．８６㎡、貸人は○○○、○○○○、借

人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２１年９月８

日、理由は○○○○として買収されたためです。１０番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１０５．３㎡、貸人

は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をし

た日は平成２５年１０月７日、理由は○○○○として買収されたためです。

以上の１０件は農業者年金を受給されている方が、農地が減少した場合に

は届出が必要なのでその届出を出すための合意解約です。古いのが出てき

ていますが、毎年現況調査時に確認はしているんですけども、今回過去の

分を遡って調べた結果出てきたものです。報告第３号農地使用貸借契約の

合意解約通知、以上１０件報告申し上げます。 

議    長   報告第２号について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第２号とさせていただきます。続きまし

て、追加議案がございますが上程させてもらってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは追加議案②の、報告第１号農地使用貸借契約の合意解約通知につ

いて、事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   議案②の１ページをお願いします。報告第１号農地使用貸借契約の合意解

約通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に田、面積は７０６㎡、貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○

○○、使用貸借の合意解約をした日は平成２６年１２月１４日です。理由

は、経営基盤強化促進法による利用権の設定で第三者に貸すためでござい

ます。以上農地使用貸借契約の合意解約通知１件報告申し上げます。 

議    長   報告第１号の１件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第１号、報告とさせていただきます。そ

れではその他の案件でございます。１２月の県の農業会議に提出をいたし

ました４条６件、５条１２件につきましてすべて無事答申されましたこと

をご報告申し上げます。続きまして地籍調査の結果について、文里二丁目

の一部、上芳養の一部、秋津川の一部でございます。説明お願いいたしま

す。 

小倉  係長   文里二丁目の一部、上芳養の一部、秋津川の一部の地籍調査結果について

報告する。 

議    長   はい、只今の報告につきまして、ご質問ご意見ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告をさせていただきます。予定しておりま

した案件すべて終了しましたが、皆さん方から何かございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   無ければ、事務局から何点か報告があるようですのでお願いします。 
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愛須  局長   中間管理事業についての説明と農業者年金の戸別訪問の説明及びみなべ・

田辺の梅システムの世界農業遺産認定を目指してのシンポジウムの案内を

する。 

議    長   はい、農業者年金に関しましては大変農業経営の厳しい時期でございます

けども、将来のためにひとつに理解していただけるように進めていただき

たいと思います。皆さん何かご質問ございませんか。無いようでございま

したら、長時間に亘りまして慎重にご審議いただきまして有難うございま

した。本日はこれで終了いたします。有難うございました。 
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午後３時５０分終了 
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